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本
年
五
月
八
日
に
開
か
れ
た
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、
ト
ル
コ
共
和
国
及
び
イ
ラ
ク
共
和
国
を
中
心
に
活
動
す
る
国
際
テ
ロ

組
織
ク
ル
ド
労
働
者
党
（
Ｐ
Ｋ
Ｋ
）
に
関
す
る
本
職
の
質
問
に
、
上
川
陽
子
外
務
大
臣
が
、
「
注
意
深
く
監
視
を
し
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
答
弁
し
た
こ
と
を
、
評
価
し
た
い
。
我
が
国
は
、
国
際
的
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為
及
び
大
量
破
壊
兵
器

等
の
開
発
等
を
防
止
し
、
及
び
抑
止
す
る
た
め
の
国
際
社
会
の
取
組
に
積
極
的
か
つ
主
体
的
に
寄
与
し
、
も
っ
て
我
が
国
を
含

む
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威
の
除
去
に
資
す
る
た
め
、
全
力
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
関
し
て
、
さ
ら
に
お
尋
ね
す
る
。 

一 

本
年
五
月
八
日
に
開
か
れ
た
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、
政
府
参
考
人
が
、
我
が
国
か
ら
Ｐ
Ｋ
Ｋ
へ
の
送
金
は
許
可
さ
れ
な

い
旨
答
弁
し
た
が
、
無
許
可
の
送
金
に
つ
い
て
罰
則
規
定
は
あ
る
か
。
あ
る
な
ら
ば
、
法
令
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

ト
ル
コ
共
和
国
政
府
は
、
昨
年
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
対
し
て
資
金
提
供
を
行
っ
た
と
し
て
、
埼
玉
県
川
口
市
の
一
般
社
団
法
人
及

び
我
が
国
に
在
留
す
る
複
数
の
外
国
人
を
、
「
テ
ロ
組
織
支
援
者
」
に
認
定
し
、
資
産
凍
結
措
置
を
講
じ
た
。
政
府
は
、
ト

ル
コ
共
和
国
政
府
の
当
該
決
定
を
承
知
し
て
い
る
か
。 

三 

政
府
は
、
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
の
前
項
決
定
を
承
知
し
て
い
る
な
ら
ば
、
無
許
可
の
送
金
が
行
わ
れ
た
か
否
か
、
確
認
す



 

２ 

 

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


